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学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について 

（通知） 

このことについて、別添写しのとおりスポーツ庁政策課学校体育室から事務連絡があり

ましたので通知します。 

 各学校におかれましては、日頃から、体育の授業、体育的行事（運動会等）、運動部活動

等の体育活動の実施に当たり、事故防止や事故の際の適切な措置等について、格別の御配

慮をいただいているところですが、今後の体育活動についても、引き続き事故防止対策に

万全を期する必要があります。 

ついては、次の点に留意し、各学校において、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶

について、教職員を含む学校の体育活動に関わる全ての関係者への確実な周知徹底が図ら

れるようお願いします。 

なお、市町村教育委員会においては、所管する学校に周知をお願いします。 

記 

１ 「令和３年度（2021 年度）体罰等に係る実態把握の結果及び体罰等の防止について」

（令和４年（2022 年）６月３日付け教育長通知）を改めて周知し、体罰等の防止に努め

ること。 

２ 別添の参考資料を活用して校内研修を実施するなど、絶えず、体育活動中の事故防止

及び体罰・ハラスメントの根絶に努めること。 
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